
 

平成３０年度第２４回人事委員会会議の結果  

   

１ 開催日時 

平成３１年３月２０日（水） 午後２時３０分～４時００分 

 

２ 開催場所 

  人事委員会室（さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 県庁第２庁舎３階） 

   

３ 出 席 者 

  【人事委員】  委員長 武笠 正男  

          委 員 森谷 弘史 

          委 員 小島 貴子 

         

【事 務 局】  事務局長ほか８名 

 

４ 議 事 

会議冒頭で、議案第２号及び議案第８号から１２号までについては、埼玉県人事委員会

会議規則第６条第１号の規定に該当するため非公開とすることを決定した。 

 

議案第１号「管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について」 

  管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について決定した。 

 【決定内容】  

  １ 改正内容 

   （１）職の新設によるもの 

     知事及び会計管理者  

            本  庁：政策・財務局長、地域経営局長、人財政策局長 

   （２）職の廃止によるもの 

     知事及び会計管理者  

            本  庁：ＩＴ統括幹、改革政策局長、地域政策局長、消防防災政策幹 

      地域機関：環境科学国際センター 

           研究企画幹、副研究所長 

 

  ２ 施行期日等（予定） 公布日  平成３１年３月２９日 

              施行日  平成３１年４月 １日 

 

議案第２号「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則等について」 

  平成３１年４月１日付け組織改正等に伴い、次に掲げる規則を改正することについて決 

 定した。 

 【決定内容】   

  １ 改正規則  

   （１）初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 



   （２）管理職手当に関する規則  

  

  ２ 施行期日等（予定） 公布日  平成３１年３月２９日 

               施行日  平成３１年４月 １日 

 

議案第３号「宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則等について」 

  宿日直勤務を行う勤務箇所の追加等に伴い、次に掲げる規則の一部を改正することにつ 

 いて決定した。 

 【決定内容】   

  １ 改正規則  

   （１）宿日直手当に関する規則 

   （２）通勤手当に関する規則  

  

  ２ 施行期日等（予定） 公布日  平成３１年３月２９日 

               施行日  平成３１年４月 １日 

 

議案第４号「地方公務員法等の一部改正等に伴う人事委員会規則の改正について」 

  一般職の会計年度任用職員制度の創設等を規定する地方公務員法及び地方自治法の一部 

 改正等に伴い、人事委員会が所轄する以下の規則の規定の整備を行うことについて決定し  

 た。 

 【決定内容】   

  １ 改正規則  

   （１）職員の任用に関する規則 

   （２）人事記録に関する規則  

   （３）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則 

   （４）公益的法人等への職員の派遣等に関する規則 

   （５）職務に専念する義務の特例に関する規則 

 

  ２ 施行期日等（予定） 公布日  平成３１年３月２６日 

               施行日  平成３２年４月 １日 

                  （ただし、会計年度任用職員制度の導入に関する規 

                   定以外の規定は、平成３１年４月１日）   

 

議案第５号「職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について」 

  職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について決定した。 

 【決定内容】  

  １ 改正内容 

   （１） 働き方改革関連法の成立に伴い、職員の勤務時間、休暇等に関する条例が改 

      正されたことを受け、職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する 

      規定についての所要の改正 

   （２） 地方公務員法及び地方自治法の一部改正等に伴い、会計年度任用職員の制度 

      が導入されることから、会計年度任用職員の休暇等に関する規定についての所 

      要の改正 

 

  ２ 施行期日等（予定） 公布日  平成３１年３月２６日 



               施行日  （１）平成３１年４月 １日 

                   （２）平成３２年４月 １日 

 

議案第６号「埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について」 

  職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び職員の任用に関する規則の一部改正に伴い、 

 埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正することについて決定した。 

 【決定内容】 

  １ 改正内容        

   （１） 職員の任用に関する規則第２０条第１項第３号の採用に係る選考の実施を委 

      任する職の承認を事務局長決裁とすること 

   （２） その他規定整備 

 

  ２ 施行期日等（予定） 公布日 平成３１年３月２９日 

              施行日 平成３１年４月 １日 

 

議案第７号「学校職員の給与関係規則等の改正に係る協議について」 

  学校職員の給与関係規則等の改正に係る協議に応じ、差し支えない旨回答することにつ 

 いて決定した。 

 【決定内容】 

  １ 改正する規則   

  （１）学校職員の特殊勤務手当に関する規則 

  （２）義務教育等教員特別手当に関する規則 

  （３）学校職員の通勤手当に関する規則 

  （４）定時制通信教育手当の支給に関する規則 

  （５）学校職員の宿直勤務及び日直勤務に関する規則 

 

  ２ 施行期日等（予定）   公布日 平成３１年３月２９日 

                施行日 平成３１年４月 １日 

 

議案第８号「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく承認について」 

  平成３１年４月１日付け人事異動等に伴い、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

 の規定に基づき、任命権者から申請のあった件を承認することについて決定した。 

 【承認内容】 

   １ 給料月額の決定について 

   ２ 初任給規則第１０条第１項に掲げる職務の級への昇格について 

   ３ 初任給規則第４３条に基づく給与の決定について 

 

議案第９号「採用候補者の選考について」 

  知事及び教育委員会教育長から申請のあった採用候補者について、規定に基づき決定し 

 た。 

 【決定内容】 

   １ 採用候補者数  知事       １５人 

             教育委員会教育長  ８人 

  

   ２ 採用予定年月日    平成３１年４月 １日 



 

議案第１０号「昇任候補者の選考について」  

  各任命権者から申請のあった昇任候補者について、規定に基づき決定した。 

 【決定内容】 

昇任候補者数 昇任予定年月日 

部長級          １５人  平成３１年４月 １日 

副部長級          ３人  平成３１年３月３１日 

同上           ３２人  平成３１年４月 １日 

課長級          ６８人  平成３１年４月 １日 

副課長級及び主幹級    ２５人  平成３１年４月 １日 

    計       １４３人  

 

議案第１１号「転任の承認について」  

  教育委員会教育長から申請のあった転任を承認することについて決定した。  

 【決定内容】  

  １ 転任候補者数    ６人  

  

  ２ 転任予定年月日  平成３１年４月１日 

 

議案第１２号「人事委員会事務局職員の人事発令について」 

  人事委員会事務局職員（役付職員及び局内昇任者）の任免について決定した。  

 【決定内容】  

   出 向    ９人  

   転 入    ９人 

   昇 任    １人 

 

 

 

 

 


